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〇開室時間  
平日：午後 1時から午後 5時まで
土曜日：午前 9時 15 分から午後 5時まで
（12 時 15 分から 13 時までは閉室）

〇貸出冊数  
お一人 5冊まで
2週間借りることができます。

〇新着図書

～人権の本・その他～ ～絵本・児童書～

・ボケ日和 
・おばあちゃん、どこ行くの・・・ 
・教育虐待 子供を壊す「教育熱心」な親たち〈3〉 
・ケーキの切れない非行少年たち 〈11〉 
・きのう何食べた？ 〈24〉〈25〉

・くまたんの１・２・３
・くまたんのあいうえお
・神スキル！絶叫！暴走！？
　　ねらわれたテーマパーク
・てんぷらぴりぴり

メンバー募集

図書室だより ～コミック～
・ちはやふるｐlus きみがため 〈4〉〈5〉
・ＭＡＪＯＲ　２ｎｄ <31>
・ハニーレモンソーダ 〈29〉
・ONE PIECE〈113〉
・ありす宇宙までも〈1〉～〈5〉
・ブルーロック〈27〉〈28〉

・国宝（上）（下）
・店長がバカすぎて
・新！店長がバカすぎて
・８番出口＝Exit8

～話題の本・小説～

戸籍謄本などの不正取得を防ぐため
本人通知制度をご利用ください

ご存じですか
「部落差別解消推進法」

「体験活動を通して
人権について学ぼう！」

「和太鼓にふれ
素晴らしい演奏をしよう！」

「本人通知制度」に登録すると、第三者や代理人に戸籍謄本や住
民票などを交付したとき、「本人通知書」でお知らせします。（交
付前に本人に確認する制度ではありません）不正取得による被害
を最小限にするため、ぜひご登録ください。登録手続きの際、マ
イナンバーカードなどの本人確認書類の提示をお願いします。
受付場所は、本庁舎 2階窓口サービス課、サービスセンター・サー
ビスステーション、人権文化センターです。詳しくは市ホームペー
ジ（ID：1012151）をご覧ください。【担当課：窓口サービス課】 

　今年で制定１０周年となるこの法律は現在もなお部落差別が存在するという認識のもと、部落差別
の解消を推進し、部落差別のない社会を実現することを目的としています。
　また、この法律では部落差別解消に関する施策を講ずることは国及び地方自治体の責務であること
が明記されており、宝塚市においても必要な教育及び啓発を行っているところです。

くらんど人権文化センターでは、毎年、地域・教育委員会・市の３者共
同で、小学生（3 年生以上）と中学生を対象に体験型人権学習会を実施
しています。この行事では、地域の若者がリーダー・サブリーダーとして、
参加者の引率やプログラムの進行などを担当します。このスタッフにつ
いて、このたび下記のとおり募集しますので、興味のある方はぜひご応
募ください。      

原則として、木曜日（年間 20回程度）

原則として、月曜日（年間 20回程度）

対象：小学３年生から中学３年生（10名程度）

時間：午後4時15分～午後5時45分まで

時間：午後5時15分～午後7時まで

対象：小学１年生から小学６年生（30名程度）

※ 「わくわく～」については、５月中旬に学校へチラシを配布予定です。

〇日程 令和 8年 7月下旬～ 8月上旬（1泊 2日）を予定。
　※当日までに打ち合わせ会も数回予定しています。
〇内容
　・プログラム等の企画・準備・進行、参加者の引率など
〇報酬
　・打ち合わせ会と当日の出席に応じて、
　　センターから所定の額を支給します。
〇人数 　9 名程度 
〇要件
・過去にこの行事（体験型人権学習会）に参加したことがある方。
　・高校生以上で概ね 30歳未満の方 
〇その他
　・正式な応募手続きはセンター窓口設置の募集チラシをご確認ください。 
　・一般の参加者募集については、別途 6月下旬頃にセンター窓口
　　にチラシを設置します。 
　・ご不明な点はくらんど人権文化センター（0797-73-2222）
　　までお問合せください。 
〇申込期限 令和 8年 4月 24日（金）まで

　　　

体験型人権学習会のスタッフを募集します体験型人権学習会のスタッフを募集します

原則として、水曜日（年間 30回程度） 
時間：午後 6時～午後 7時 30分まで 

差別の解消を目ざして、日常生活に
必要な文字を一緒に学びませんか。

識字教室

わくわくまつりの創造　

わくわく子ども太鼓

冬のセンター活動報告

子ども料理教室
12月26日

もちつき大会　
12月20日

スマートフォン教室
12月5日 2月24日・

青少年問題講演会
2月25日

※３月 26 日から４月 7日の
期間は平日も土曜日と同じ開
室時間になります。
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くらんど人権文化

センターだよりセンターだより

◆人権・同和問題啓発標語◆

きみがいる
だからわたしも

かがやける

2025 年度ハーとん じんけん作品賞入賞作品　

住　所：宝塚市中野町２２番１９号
電　話：０７９７-７３-２２２２
ＦＡＸ：０７９７-７３-２２２３

- 発　行 -
宝塚市立くらんど人権文化センター

～差別解消と人権学習の場～

電話　 0797－73－1133
FAX　0797－77－3096

わかくさ保育所の中にある地域子育て支援センター『すこやか』では市内在
住、在宅未就園の子どもさんが、保護者の方と一緒に楽しめる「園庭開放」「室
内開放」などの支援事業や、年齢に合わせた講座などを行っています。
詳しくは宝塚市のホームページや広報たからづかをご覧ください。
わかくさ保育所のホームページ中に地域子育て支援センター「すこやか」
のページがあります。このQRコードからわかくさ保育所のページに入れます➡

※講座によっては、別途教科書代等の実費などが必要になる場合があります。
※講座の開始日は、それぞれ異なります。

2026年度 (令和８年度）定例講座受講生を募集します

申込書 に必要事項 をご記入 の上 、申込期間内にくらんど人権文化 
センターの窓口に直接提出 してください（記入漏 れのないよう
にお願 いします）。窓口への直接提出以外 の郵送 やファックス、
電子メール等での提出は受け付けませんので、ご注意ください。
受講 の決定 は先着順 ではありません。期間内のご都合 のよい時
間 にお申し込みください。

４月１日（水）～４月１５日（水）（日曜日は
除く）の午前９時 から午後９時までです。必
ず期間内に申し込んでください。 なお、申し込
みが１～４名のときは、講座をしない場合 が
ありますので、あらかじめご了承ください。

申し込み締め切り後、受講希望者が定員を超えた場合は、審査・抽選を行います。審査・抽選 を行っ
た場合もしなかった場合も、正式な受講決定については４月２０日（月）午前９時から、くらんど人

権文化センターの玄関ホールに掲示しますのでご確認ください。電話での問い合わせにも 対応しますので、来所できない方はご連絡
ください。 この受講決定後、申込金を納入いただいて正式に受講できることになります。納入期間は４月 ２０日（月）～４月２２日（水）
の午前９時～午後９時までです。 

申し込み受付期間

申し込みの方法

受講決定まで

と　き  　4月 18日（土）11：00～ 13：30
ところ　中野公園（雨天決行）

さくらまつり 開催
今年も焼きそば、フランクフルト、スーパーボー
ルすくいなどの手作りのお店が出店予定です。
満開の八重桜をぜひご覧ください。

蔵人自治会・中野町双葉自治会 
良元コミュニティ福祉部
くらんど人権文化活動推進協議会 

絵画教室
水彩画 Ａ

毎週月曜日
（２４）

午後４時３０分～ 小学１年生～　　　　　
中学生

１０名 ６，０００円

水彩画　　　　
油　絵

Ｂ 午後５時５５分～
午後７時１０分～

小学４年生～　　　　　
中学生

１０名 ６，０００円

書道教室
Ａ 毎週金曜日

（２４）
午後４時１５分～
午後５時３０分 １０名 ６，０００円

Ｂ 毎週月曜日
（２４）

午後４時３０分～
午後５時４５分

小学３年生～
中学生

１０名 ６，０００円

子ども英会話　　　　　　
教室

Ａ
毎週火曜日
（２４）

午後４時３０分～
午後５時４５分

小学１年生～　　　　
４年生

１０名 ６，０００円

Ｂ 午後５時５０分～
午後７時０５分

小学５年生～
６年生

１０名 ６，０００円

手話教室（初級） 毎週水曜日
（２０）

午後１時～
午後２時３０分 高校生以上 １０名 無　料

英会話教室（初級） 月２回　　　　
水曜日（２０）

午後７時～
午後８時３０分 高校生以上 １０名 １１，０００円

介護予防のための
体操教室

月１、２回　　　
木曜日（１９）

午後７時１０分～
午後８時２５分 ４０歳以上 １０名 無　料

午後５時４５分

小学１年生～　　　　　
３年生
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講座名 開講日
（年間回数）

開講時間 対　　象 定員 講座申込金

かん

地域子育て支援センター『すこやか』だより

じんけんぶんか

けんぶんか げんかん けいじ かくにん でんわ たいおう らいしょ かた れんらく

じゅこうけっていご もうしこみきんのうにゅう のうにゅうきかんせいしき

あと

ちょく

もうしこみしょ もうしこみ ない
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ゆうそう

う ちゅうい

じゅこう

じゅこう

けってい つごうきかんない じせんちゃくじゅん

つでんし など ていしゅつ

ひつようじこう きにゅう うえ

この定例講座 は、人権・同和問題 の解決 を
図 るために人 と人 との交流 を通 して差別 
や偏見 をなくし、お互 いに尊 びあうことの
できる人権文化 を地域 から築 き上 げ、自
分で決 めた目標 を達成 するため努力 し、
自らの生活 を高 め豊 かにしていくことを目
的 としています。
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定例講座の目的
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